
三讃譲F事顧問
欠陥住宅被害全国連絡協議会Nn4

2 0 0 0年 10月15日号

代表幹事 上野勝代

幹事長 吉岡和弘

事務局長 岩城穣（あべの総合法律事務所）

干 54 5 -0 0 5 1 大阪市阿倍野区旭町

1丁目 2番 7号あべのメデイックス 20 2 
TEL 06-6636-9361 

FAX 06-6636-9364 

E-mail abeno@msh.biglobe.ne.jp 

第 9回欠陥住宅被害全国連絡協議会が、新緑さわやかな 5月に北海道で開催された。

大会では、同会の弁護士らによる「消費者のための欠陥事例判例（第 1集）」の出版も祝っ

た。 11月25、26日に開催される次大会の会場は気候も穏やかな北九州。会の節目ともな

る「10回大会」でもあり、多くの会員の参加に期待が寄せられる。
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「第9岡札幌大会jの報告と総括
弁護士栗生猛 （

1 平成 12年 5月27日と 28日の両日、札

幌のリフレさっぽろライラックホールにお

いて、第9回欠陥住宅被害全国連絡協議会

が開催されました。出席者は、弁護士 30

名、建築士 10名、一般32名、合計約 72名

でした。

2 初日は、札幌弁護士会消費者保護委員

会委員長高橋剛弁護士の歓迎の挨拶の後、

立命館大学の松本克美教授が「欠陥住宅裁

判の動向と法的問題点」と題して講演され

ました。欠陥住宅をめぐる裁判・学説の動

向と今後の課題について大変分かりやすく

分析していただきました。札幌市の西代明

子一級建築士には、「欠陥住宅を生み出き

ないために」と題して、請負契約による住

宅建築の流れと責任という観点から、建築

士とのコミュニケーションの緊密きが欠陥

住宅発生防止のために重要であることなど

について、欠陥住宅を考える会代表黒田七

重さん（「裁判官は建築を知らない！？」民

事法研究会発行の著者）には、業者との交

北
海
道
大
会
の
会
場

渉などの豊富な経験を踏まえ、スライドを

使って具体的欠陥の説明と業者との対応の

経過等について報告していただきました。

黒田さんの、欠陥住宅発生防止のためには、

まず住居が基本的人権の基礎であることに

ついての市民の意識改革が必要であるとい

う訴えはとても重要な指摘だったと思いま

す。神戸市の野口志乃一級建築士には台湾

大地震による被害の状況について報告して

いただきました。当初予定されていたアピー

ル宣言案の採択は事情により延期されまし

た。

懇親会では、各地のネットの活動状況な

どの報告がなされ盛り上がりましたが、地
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元札幌からの参加者が少なく、現地責任者

としては、いささか恥ずかしい思いをしま

した。

翌日は、「消費者のための欠陥住宅判例

〔第 1集〕」（民事法研究会発行）の発刊を

記念して永井光弘弁護士（兵庫県弁護士会）

による簡潔かつ的確な判例紹介がなされま

した。河合敏男弁護士（東京）は、一審で

認められなかった基礎の欠陥が、東京高裁

で認められたケースについて報告されまし

た（このケースは、業者側が上告しました

が、平成 12年9月7日、上告棄却となり

「垂れ流し基礎は欠陥であるJとの判決が

確定しました）。

蓑原伸樹一級建築

士は、「鑑定書（調

査報告書）の作り

方続～勝つため

の鑑定書作りの工

夫」と題して、コ

ンピューターをイ吏っ

て、欠陥内容を分

かりやすく視覚化する方法など、画期的と

いえる鑑定書作成方法について解説されま

した。

このように、大会の内容は非常に充実し

ていましたが、会場古宮札幌中心部から速い

ため、アクセスが悪かったこと、受付がス

ムーズにいかず、参加者の方にご迷惑をお

かけしたことなど、反省点も多々ある結果

となってしまったことは、すべて、現地責

任者である私の責任です。この場をお借り

して、お詫び、申し上げます。

3 札幌弁護士会では、住宅品質確保法に

基づく紛争処理機関の指定を申請するか否

かについて、現在、プロジェクトチームを

組んで検討しています。その結論はまだ出

ていませんが、検討を続ける過程で、札幌

の弁護士の欠陥住宅問題に対する認識もこ

れまでにないほど深まってきています。建

築士の欠陥住宅問題に対する認識も同様に

深まってきています。この変化が、近い将

来の北海道ネット結成への基礎となるであ

ろう手応えを感じています。 以上
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盟議器鎧麟覇蹟翻露盤襲撃型空母

平成12年3月15日、東京高裁は一審の浦

和地裁川越支部の判決を取り消して、被害

者Yさんの暇庇主張と損害のほぼ全部を認

める逆転判決を下しました。以下、その経

過をご報告いたします。

事案は、請負代金2150万円の木造二階建

て建物に関するもので、軸組みの緊結不良

など数多くの木造部分の手抜き工事の他、

基礎部分について仮枠無しのいわゆる「た

れ流し基礎」の欠陥のある建物でした。 Y

さんは施工業者に対して、総額2063万円の

損害賠償を求めたところ、第一審は木造部

分の暇庇として相当補修費用約900万円の

損害金を認めましたが、たれ流し基礎の欠

陥については認めませんでした。その理由

は、「現況基礎は亀裂や不同沈下等の状況

がなく、基礎として安定しているから」と

いうもので、一審の鑑定人の鑑定書をその

まま引用した内容となっていました。

Yさんは基礎部分の欠陥を認めなかった

点を不服として、争点を基礎の欠陥 1本に

絞って控訴しました。控訴審では、一審鑑

定人の再度の証人尋問を行ない、その後約

1年間和解手続が行なわれました。第一審

は、上記のとおり900万円の損害賠償を認

めましたが、逆にYさんが約1300万円の請

負代金残金の支払いを留保していたため、

判決内容としてはYさんに約400万円支払

えとの内容だったため、業者側は和解の席

でも終始強気でした。 Yさんがかなりの譲

歩を申し出たにもかかわらず、結局業者側

の譲歩はほとんど得られず、結局判決とい

うことになりました。そして、控訴審は、

基礎の欠陥性を認め、その補修費用相当損

弁護士河合敏男

害金（建物をジャッキアップして基礎全部

をやり直す費用相当額）として1020万円の

損害金を追加して認める判決を下したわけ

です。

この判決の意義は、「基礎の破断や亀裂

等及び支持地盤の不同沈下の状況は認めら

れず」としながら、「地震等に対する耐力

が低下していること、可能性としては、鉄

筋を覆うコンクリートの厚さ（かぶり）不

足から、雨水等がコンクリートから浸透し

て鉄筋が錆び易いことになり、鉄筋に錆び

が生じると、その影響を受けてコンクリー

トに爆裂が生じ、不同沈下の原因にもなり

かねないこと」として仮枠無しの基礎それ

自体の欠陥性を認め

ていることです。こ

の判決は、これまで

欠陥現象が現れてい

ないと欠陥判断に消

極的だ、った裁判例が

多かったのに対して、

欠陥現象がなくても

欠陥を認定したこと

と、高等裁判所の逆転判決ということで、

存在価値が高いものと自負しています。判

決全文は「消費者のための欠陥住宅判例」

（民事法研究会）の11番にも載っておりま

すのご参照ください。

なお、業者側は、この判決に不服として

最高裁に上告しており、現在その判決待ち

のところです。上告棄却となれば、最高裁

判決として実務に与える影響は大きいもの

と考えられます。その結果はまたご報告い

たします。

｜ 本原稿の校正直前の平成 12年9月7日に、最高裁第一小法廷で「本件上告を棄却 i
iする。」との決定が下されました。つまり「垂れ流し基礎は欠陥である」との判決が I 

i確定したことになります。取り急ぎご報告いたします。 i 

( 3 ) 



.:tiJ瑚器：：＝議論
立命館大学法学部教授松本克美

講
演
す
る
松
本
克
美
・
教
捜

もいたる極めて重大な問題です。また、住

宅建設が産業として大きく発展してきた高

度成長期以降、こうした被侵害利益の重大

さに加えて、この問題が、土地の造成や建

物の設計、建築、販売、仲介、金融などに

かかわる事業者（住宅関連産業）や専門家

対そのような専門知識を有しない市民との

間で生ずる構造的な消費者問題である点も

意識されるようになってきました。欠陥住

宅問題の深刻性は阪神大震災を契機にます

ます明らかになってきましたし、現在大き

な社会問題となっています。従って、今後

も肯定説の方が更に有力化する社会的背景

があると見ることができます。

② 立法者意思の捉え直しです。従来の通

説のポイントは上記ab cを否定するポイ

ントを、民法635条但書が、契約目的が達

成不能なほどの欠陥が建物にあっても解除

を認めていないことに求めてきました。し

かし、 1980年代以降、民法典起草段階での

議論の検討から、起草者たる穂積陳重自身

も、建物の欠陥が重大で住むのが危険な場

合には、いくら費用がかかっても修理すべ

きと明言していることが明らかにされまし

た。また、この規定の根拠として挙げられ

てきた建物取り壊しによる社会的損失の回

避についても、建替えなければならないほ

ど重大な欠陥がある建物については、その

存続の方がむしろ社会経済的に損失となる

として、 635条但書を限定解釈する考え方
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1 欠陥住宅の建築者の責任

欠陥住宅の注文者が建築者に損害賠償な

どの民事責任を追及をする場合の法的構成

の中心は、請負契約上の取庇担保責任（民

法634条以下）になります。その場合の最

大の論点は、建物の殻庇（欠陥）が重大で

建替えが必要な場合に、 a契約解除をして、

請負代金の支払義務を免れたり、既に支払っ

た請負代金の返還を請求できるか、 b或い

は再築請求ができるか、 c建替費用相当額

の賠償金を請求できるかという点にありま

す。

ab cのいずれも否定するのが従来の通

説（我妻栄、内山尚三、後藤勇など）と言

われてきました。欠陥住宅ネットの弁護士

さんからも、こうした通説の考え方に支配

されている裁判官が多いと聞きます。しか

し、これらの問題を欠陥住宅につき正面か

ら判断した最高裁判決は少なくとも公刊さ

れた判例集にはなく、下級審判決では肯定

例も蓄積されてきています（大阪高判昭日・

10・27判時1112・67、大阪地判昭59・12・2

6判タ548・181、神戸地判昭61・9・3判時1238・

118など。近時の判例動向については末尾

の判例集参照）。更に、近時の学説はむし

ろ、 ab cを肯定する説の方が多数を占め

てきています（篠塚昭次、高橋弘、岡孝、

青野博之、織田晃子、石外克喜、池田恒男、

高木多喜男・久保宏之、北川善太郎、笠井

修、私見。但し、これらの論者がab c全

てについて論じているわけではない）。

2 近時の責任肯定説のポイント

近時の肯定説のポイントは以下の 3点に

あります。

① 消費者問題としての欠陥住宅問題の重

大性が認識され始めてきたことです。欠陥

住宅問題は、財産権の侵害であると同時に、

居住権の侵害、生命・健康・身体の侵害に



が多数になっているわけです。

③ 比較法的研究の進展です。明治民法典

起草当時に参照された諸外国の法典（案）

のうち、スイス債務法も建物の寝庇の場合

の契約解除を否定する規定を置いていまし

たが、その後学説は解除を肯定する説が通

説化しているといいます（岡孝、高橋弘）。

また我が国の法解釈学に大きな影響を与え

てきたドイツ民法典は、契約解除の制限を

していませんし、ドイツで広く用いられて

いる建設工事約款では、解除権制限を規定

していますが、ドイツ債務法改正に関する

鑑定意見は解除権制限に反対し（Weyers,

Kaichholz,1981,1983）、債務法改正委員会

最終草案でも（1992年）、解除制限を規定

していません。

3 責任論の課題

以上のように、どんなに重大な欠陥があっ

ても、建物だからという理由で契約解除を

否定したり、再築請求、建替費用の損害賠

償請求を否定する考え方には、合理性がな

いことがますます明白になってきていると

言えます。今後は、請負人の暇庇担保責任

の法的性質を債務不履行責任や不法行為責

任と関連での理論的に掘り下げていくこと、

近時専門家の責任として注目を集めてきて

いる建築家の責任をはじめ、不動産仲介業

者、欠陥建築への銀行の融資責任など、解

明すべき多くの理論的課題が山積していま

す。

4 消費者の自己責任について

ところで、近時、規制緩和の流れの中で、

消費者の自己責任が強調されるようになっ

てきました。ところで自己責任の前提には、

正しい自己決定をなし得るための前提条件

が整備されていなければなりません。近時

制定、施行された「住宅品質確保促進法」

も、住宅の品質に関する契約上の保証責任

についての規定を置いていますが、何がど

のように保証されるのかについて、注文者

や買主が正しく判断できるための情報提供
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が十分に行われる必要があります（説明義

務の問題）。また札幌全国大会では、家の

建築に関する知識が学校教育で全く行われ

ていないことの問題性も指摘されていまし

たが、今後はますます、欠陥被害の事後的

回復と同時に、欠陥住宅を見分け、買わな

い、建築させないための、教育を含めた社

会システムの構築も課題となるでしょう。

5 欠陥住宅ネットの社会的役割

札幌大会の後、私の京都の研究室に、わ

ざわざ札幌在住の市民の方から電話があり

ました。札幌大会の新聞記事に出ていた私

の講演の記事を読んで、自分が買った住宅

がどうも欠陥住宅らしいのだが、建替や建

替費用を請求できるかどうかという相談で

した。電話だけでは、どのような不都合が

建物にあるのか、それを欠陥と判断できる

のか否かについてはもちろんわかりません

し、また私も建築の専門家ではありません

ので、早速、札幌大会で知り合いになった

札幌弁護士会の粟生弁護士の連絡先をお教

えしておきました。

欠陥住宅問題のように、建築の専門家と

法律の専門家の関与が不可欠である問題に、

欠陥住宅ネットのような組織が全国でたち

あがることの重要性を実感できる体験でし

たが、今後は筆者が所属する京都ネットで

も行っているような不動産業者との研究会

も含めて、更に一層ネットの輪を広げてい

くことが実効性ある被害の回復や防止を実

現するためにも必要となるでしょう。「本

来、家をたてることは、夢の実現である」

ことも札幌大会で強調されました。皆が良

い夢を見れるようにしたいものです。。 。
（なお札幌大会で筆者が行った報告のレジュ

メは、欠陥住宅被害全国連絡協議会編『消

費者のための欠陥住宅判例［第 1集］一安

心できる住まいを求めて一一J455頁以下

に収録されていますので、それをご参照下

さい）。



［勝つための鑑定書作りの工夫 l~~·田町欄］

報告者として最終依頼を受けたのが、開

催日の 1週間程前であったと記憶していま

す。

何故、その聞に進んで依頼を受けて準備

しなかったのかと言われそうですが、何せ、

この数年手掛けるようになっただけで、今

までに裁判の判決を受けたものが未だ無く、

ましてや勝つための鑑定書などそんなもの

があれば私がほしいくらいです。それでい

て「勝つための鑑定書作り」をテーマにな

ど、あまりに無謀な役であって、他にもっ

と沢山の適任者がいらっしゃるはずだ、と思っ

ています。が、つい断りきれないままにし

ていたものが壇上に立ってしまう羽目になっ

てしまいました。

前置きはさておき、私が欠陥住宅がらみ

の相談を色々な弁護士の方から受けるよう

になって 5年程になりました。この数年は、

年間に30件を超える相談を受け、その内6

割程度の件数で私的鑑定を書いています。

内容については、ありとあらゆるものがあ

り、特定することはできませんが、それで

も不同沈下に関するものが幾分多いかなと

思います。

これらの私的鑑定書（意見書、調査報告書）

を作る中で、色々弁護士の方から指摘を受

けたことを一つひとつ改善しながら、判り

易いようにした点をまとめてみます。

まず第一に、大前提となっているのは、

『鑑定書は非常に専門用語が多く読み

難く、殆どの場合裁判官は全て充分に

は読まない。j

しかも、『裁判官は高齢の人が多いの

で、大きな字のものにしないと見難く

て読まない。j

要は裁判官の立場にたって、読み易い

鑑定書にすることです。字は大きく、

平易な文章であること。っきつめれば、

建築士蓑原信樹

一行で言えることも、きて具体的にはどの

ようにしたらいいのか、字を大きくするの

は簡単だけれども理化学的建築内容を平易

な文にするには非常に難しい面があるので

す。

一つには建築士が日常的に使っている建

築用語が、法律関係の人たちには宇宙語の

ように聞こえてしまい、ただ何となく文章

で使っている用語が、異なった内容として

受け取られてしまうことが多いのです。

例えば土台と大引、梁と桁、荷重と応力、

などなど……違いがあるのですが。

これらの受け止め方をできるだけ違いの無

いものにするために、写真や図面の中にあ

る具体的な場所にできるだけ直接名称を記

入することにしています。

二つは建築そのものが3次元の立体であ

るものを、 1元的な文章だけで表現するに

は限界があります。

少なくとも平面図や断面図といった 2次元

のものとして表現するのですが、それでも、

例えば、床レベルの測定結果を資料として

提出するにしても、単に測定数値だけを表

記しても床の凹凸具合はなかなか一般の人

には読み取り難いため、凹凸の深さによっ

て色分けしたり、又、壁の傾きの場合だと

傾き量によって矢印の大きさを変えて、ど

こが大きく傾いているのか視覚的に理解で

きるような表現方法を取り入れています。

敵地モデル圃

・・・M・
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更に、 CG（コンピュターグラフイツク）

によって、 3次元立体表現が簡単に作られ

るようになってきたので変形モテやルを作っ

たりして、正常な形と現在の欠陥の発生し

た異常な形との違いを視覚的なものとして

作っています。特に、欠陥を発生させる原

因である発生メカニスムについては、状況

（現状）を含めた内容を具体的図として作

ることに努めています。

このような視覚的な資料作りのもとに、

できる限り文章を短くすることを合わせ、

項目整理（要点整理）にも努めています。

項目整理したものを更に、項目に色を付け

て表現し、文字の大きさを変えて表現する

ことによって、こちらが強く伝えたいこと

を強調させています。このことにより、裁

判官にできる限り簡単にしかも短時間にき

ちんと伝わり、ひいては「勝つための鑑定

書」となるものと思いつつ、今も書き続け

ています。

『いL、家に住みたい』

弁護士木村達也

（欠陥住宅関西ネット代表幹事）

子供の頃、和歌山県の田舎で暮らしていたが、戦後の貧しきの中で狭い家に大家族

で住んでいた。それ故、村の地主が住む、庭に松の木が何本も植わった大きな屋敷の

立派な家に住みたいというのが私の永い夢であり、憧れであった。

父が一生懸命頑張ってくれたので、私が小学校の高学年になってようやく世間並み

の家に住むことができた。

しかし、父は大阪市内の学校に勤務していた関係でこの家から毎日通勤することが

できず、大阪市内で一人下宿生活を続け、週末や夏休みなどに家族のところに帰ると

いう生活であった。

「中学校は街の学校で…」という父の希望で私はこの下宿で父と共に生活をするこ

とになったが、この地域は市内でも最も住環境が悪く、「蜂の巣長屋」と呼ばれ、狭く

汚く臭く暗かった。

近くの町工場の騒音や排煙が部屋の中まで流れ込み、雨が降ると下水から汚水が溢

れ出し、床上浸水も度々で誠に不衛生であった。こんな路地裏を夜な夜な高利貸しが

大声を挙げて取立に廻っていた。それでも私は大学を出て弁護士になって結婚するま

で、ここに住んだ。 29才で結婚して、 2L Kの賃貸マンションに住んだが家賃の高さ

故早く戸建て住宅を買いたいと焦った。ょうやくにして住宅ローン付で買った新築住

宅は粗悪で住んだ翌日から電気のコンセントにガタがきて、大雨には玄関で大量の水

漏れが発生して泣かされた。

な * * 日弁連の消費者問題対策委員長を務めている最中に阪神淡路大震災が発生し、我国

の住宅政策の貧困と欠陥住宅問題が露呈された。私は委員会内に土地住宅部会を設け

欠陥住宅問題から取り組むこととし、全国の学者・弁護士・一級建築士らが参加する

運動団体「欠陥住宅全国ネット」を立ち上げた。

貧しい住環境の中で「いい家に住みたい」という積年の想いがこんな形でようやく

陽の目を見たと，思った。日本の住宅は量の確保はできている。次の課題は安全快適住

宅とライフサイクルに合わせた住み替えシステムの確立であると思う。
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5年前の阪神・淡路大震災の渦中にあっ

て、私は愛するわが街・神戸が壊滅的な被

害を受け、 6,000人以上の人命が瞬時に奪

われるという悪夢に道遇しました。建築士

として、また生き残った市民の一人として

復興に向け猛進した 5年聞が過ぎつつあっ

た昨年9月、活断層直下型地震が台湾にて

発生との報に接し、同様の悲劇にある隣国

の震災報道に為す術もなく心を痛めたもの

でした。

本来ならば、隣国の震災復興の一連の活

動の中で、同じ震災体験者である我々建築

士は直ちに視察、または何らかの形での援

助に赴く機会を作るべきであったかもしれ

ません。しかし実際、ー設計事務所に勤務

する一介の建築士である私にはそれもかな

わずに居りました。従って中華民国消費者

文教基金会から欠陥住宅被害全国連絡協議

会に、被害状況視察を前提としたシンポジ

ウムへの出席をお求め頂いたのは、実に得

難い機会でした。同じ被災体験を持つ神戸

のー建築士として、この視察の印象及び考

察を、ここに報告します。

＊被害状況から見た二つの震災の相違点

同じ直下型地震であるにもかかわらず、

台湾と神戸との被害状況は非常に異なった

様相を呈しています。神戸の被害状況が極

めて面的で広範囲にわたり都市域が壊滅状

態にあったのに対し、台湾のそれは非常に

線・点的で局部的なダメージが目立つもの

でした。

この相違の主因のーっとして震源の深さ

の違いが挙げられます。神戸では震源の深

きが地表から約16kmと比較的深い位置な

のに対し、台湾ではその深さは約llrmと、

ほぽ地表付近で断層活動が生じています。

つまり神戸では震源から地震エネルギーが

拡散しつつ地殻の中を伝播した結果、地表
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建築士野口志乃（ SD設計室）

の非常に広い範囲に被害を生んだ訳です。

一方台湾では、地表に現れた活断層上にあ

る建築物のみが、主にそのものの建つ地盤

の崩壊という物理的理由によって破壊され

ています。両被災地の風景はこうした破壊

状況の違いにより、同じ活断層直下型地震

でありながら、大きく異なるものとなって

います。

また、都市域であるか否かによっても被

害状況は大きく変わってきます。台湾の震

源地が都市部を外れていたのは非常に幸い

でした。インフラ被害が神戸に比べ少なく、

火災発生率も格段に低かったのは震源が都

市域になかったからこそであると感じます。

しかし同じ活断層国家として、神戸の悪

夢が将来同じく大都市域である台北や台中・

高雄等で起こる可能性は極めて高いと思わ

れます。だからこそ我々都市域の被災体験

者が為しうる今後の情報提供の意義は非常

に大きく、また台湾のような極めて危機管

理意識の高い国家はその情報をより有効に

活用出来るでしょう。今後の両国間でのよ

り密な情報交換の必要性を切実に感じます。

＊視察期聞を通じて～台湾大震災から受け

る疑問点と予測される今後の課題

倒壊した台湾の建築物を検証すると、台

湾の耐震基準や建築法規の道守状況に対す

る疑問を抱かざるを得ません。神戸でも数

多くの構造上問題のある、または手抜き工

事に起因する倒壊建築物を我々は目にしま

したが、被害建築物の大多数は木造家屋で

した。しかし台湾は大陸の石造建築の流れ

をくんで、建物の多くはRC造や煉瓦等に

よる組積造です。これらが台湾の被害建築

物の主体であったことを考えると、今一度

R C造や組積造の耐震・構造基準チェック

の必要性を感じるのです。実際、視察期間

中も RC造で、鉄筋のピッチや定着長さ・



コンクリートかぶり厚などが明らかに不足

していると思われるいくつかの倒壊建築物

に遭遇しました。柱・梁構造においても、

R C造のコンクリートの柱や梁と単なる煉

瓦組積造の壁によるものが非常に多く、同

じRC造の耐震壁を交えたバランスの良い

耐震設計の概念はあまり浸透していないよ

うに思われます。

台湾の建築法体系は、我が国の建築関連

法規をベースにして成り立っていると聞き

及びました。実際法文書をひもとき、両者

を比較してみてもそれらは驚くほど一致し

ています。では現在、台湾ではどのような

法的チェックがなされ、あるいはどのよう

な検査体制が整っているのか、先に述べた

懸念すべきポイントも含めシンポジウム席

上で積極的に質疑応答を重ねることを希望

したのですが、時間不足で果たなかったの

は非常に残念です。

もっとも我が国が新耐震基準を採用した

のは19邸年、台湾が澗震基準の見直しを行っ

たのは1998年です。比率的にRC造の倒壊

率が神戸で少なかったのは、当然といえば

当然の事かもしれません。同程度に新耐震

基準採用時期が早ければ、台湾の被害もさ

らに最小限度に押さえられたことでしょう。

台湾で今回倒壊に至った建築物の殆どは耐

震基準見直し以前のものと思われるからで

す。

＊今後の大都市直下型地震に備えて～集合

住宅は何を生かし、教訓とすべきか

我々が神戸で震災後の様々な建築物の再

建業務に携わる中で最も難行し、複雑な事

業要素を内包していたのは集合住宅の再建

でした。被災建物を再建するのか補修する

のか、新たに抱え込む二重ローンの中で住

民の生活は立ち行くのか、高齢で融資も受

けられない居住者をどうするのか…誰もが

こうした課題を解決しなければならない中

で、肝心の専門家すらはじめて直面するこ

の事態に何の解決策も持ち合わせず、適切
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なアドバイスができないという状況が続き

ました。しかし手探りで再建業務を続ける

中で、問題解決方法も含め、我々は集合住

宅ならではの良好なコミュニティづくりの

達成など、数々の貴重なノウハウを獲得す

るに至っています。

台湾は我が国以上に職住接近を希求する

傾向にあり、今や集合住宅は既に都市生活

形態のスタンダードと言っても過言ではな

いでしょう。隣国が、来るべき大都市直下

型地震への備えに際して被災集合住宅の再

建・補修業務を日頃から想定することは、

隣国の都市状況を鑑みると何より重要であ

ると思われます。

なな な

我が国でも近年、住宅品質確保促進法の

施行や建築基準法改正・建築物に対する中

間検査の義務付けなど、遅まきながらも積

極的に建築物の性能維持や消費者保護に努

める試みがなされてきているのは周知の通

りです。一方台湾では団体訴訟制度の確立

など、欠陥住宅問題をはじめとする消費者

問題に対応する仕組みが既にかなり先行し、

充実しているという印象を受けました。

こうした両国の制度・システムの相違点

や実例についての情報交換はこれからます

ます不可欠なものとなっていくことでしょ

つ。
ともに大震災を経て、また、それが一つの

契機となって欠陥住宅問題に対する消費者

意識が高まりつつある昨今、その被災体験

を教訓とし、今後のより良い住環境の創設

に努めることは我々にとって必要でもあり、

また急務なのではないでしょうか。



〈「欠陥住宅を考える会」の設立と経過〉

当会の設立は1981年12月。動機は、新築

した私宅のクレームの交渉か難航したこと、

被害救済の公的機関が皆無であったことか

らです。被害者数人と知り合い、まずは悪

質業者の糾弾から始めることにしました。

運動の目標は

1 建築の被害者には、欠陥の正確な把握

と、自力解決のためのアドバイスや援助

によって、解決への道を探る。

2 建築予定者には、欠陥の事例を通して

住宅業界の実態を認識し、建主としての

常識的知識を学んで賢い判断力を養い、

耐久性能に優れた住宅づくりに努める。

3 建築士・施工業者には、専門家として

の不断の努力と誇りをもって、当会が目

指す高性能な住宅を建築し、誠実で技術

の優れる業者に対しては協力を図る。

当会発足当時、同業者の悪行の償いにと、

ボランテイアで被害調査を申し出下さった

建築士さんがおり、そのご助力によって三

年間程は、被害者救済に奔走しました。そ

の後産学共同研究によって、結露被害改善

の工法が確率、当会も建築予定者のための

教育に運動を転換し、現在に至っています。

〈住宅の欠陥（一部スライド利用）〉

－基礎・構造の関係

ム不動沈下ム基礎コンクリートの地中の

深さが凍結深度より浅く、家の一部や塀

が凍上ム屋根の積雪荷重で構造の柱が座

屈し壁がふくらんだム木工事の不良

－室内が契約に反して寒い。結露・カピ発

生

・排水管設備のずさん工事（浴室・台所等）

最近発生している被害には、台所流し台

の床下配水管から、垂れ流しとなって土に

染みこんだ排水が腐敗し、有害ガスが発生

したもの。床下防湿の不良工事に何らかの
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欠陥住宅を考える会代表黒田 七重

原因が加わり、やはり汚染ガスが発生。

いずれも住人は自宅から避難。 1件は業

者が買い取り他は交渉中。なお私宅の欠陥

と裁判については、小著「裁判官は建築を

知らない！？」に詳しいですが、不同沈下

の他に柱・小屋組み等の手抜き工事で、地

震の際には倒壊のおそれあり、と建て替え

の必要性を、判決も認めました。しかし現

に居住しているのだから、使用価値・交換

価値が存在すること。また民放634・635両

条但し書きの主旨に照らして、建て替えに

要する費用のすべてを要求するのは妥当で

ない、という理由で、損害賠償請求額の約

3分の lの額だけ認めるものでした。

不同沈下が大きく、ゆがんだ屋根からの

雨漏り、窓からは雪が吹き込むというお宅

がありましたが、新居を捨てて借家に移る

には、通学・通園にローンの支払い更に家

賃と、容易ではありません。この住宅は交

渉の末、建て替えていただきましたが…。

居住しているから、とか家の形をしてい

るから価値が存在する、といえるものでしょ

うか。建築関係法規は何のためでしょうか。

法治国家であるからこその司法。法や世の

常識を軽んじては、司法の存在価値も軽く

なります。

〈欠陥住宅発生の原因①〉

「住宅の品質確保促進法」（「品確法」）

が発表されるや、建主にわかり易いのは10

年保証。早速消費者受けを狙ってか‘品確

法の先取りかと、保証期間20年・ 30年を唱

える業者が、新聞記事を飾りました。

ある国で「この住宅は何年位もちますか、

建物はメンテナンス次第で100年も200年も

もたせるもの。日本は建て替えが早いです

ね」と。大恥をかいたと住宅視察者の報告

でした。

建物の寿命や価値は、構造等の基本性能



が確実なことと不断の心配りや手入れ。保

証期間の長さが建物の質を保証するもので

はないことに、建主は目覚めてほしいもの

です。雨露や寒さを凌ぐだけなら、仮設住

宅でも20年位容易でしょうし、新築住宅に

重大な欠陥があったとしても、欠陥に気づ

かず天災にも遭わなければ、素人の悲しさ、

、知らぬが仏’のまま住み続けられるのも、

住宅です。

この目まぐるしい世情、大企業とて明日

の命は不明。 20年保証の前に人の財産づく

りに対する真撃な誠意と技術能力こそが、

本物の保証です。

よく欠陥住宅発生の主な原因は、設計・

施工一貫の建築システムが問題なのだ、と

いう意見がl隔を利かせています。今私はれっ

きとした建築士事務所に対して、設計と監

理の欠陥を指摘、補修工事の交渉中ですが、

施工業者と相談しながら造ったと、恥ずか

し気もなく弁解し、業者もまたあ、うんの

協力態勢です。

建築士事務所の多くは、建築業者の下請

け業務で経営を維持しているのだ、とか肝

心の強度よりデザイン志向が強いとか、建

主にとっては芳しくない噂も耳に入ります。

勿論技術能力・責任感共に優れた方もい

らっしゃいますが、欠陥住宅問題は別格。

被害調査は時聞がかかって割に合わず、も

しかの裁判の鑑定書作成は面倒、証言も避

けたい。そして折角の証言に不信を募らせ

る被害者もまた少なくない（期待過多なの

か？）のです。

どうも現状では、建築士事務所との設計・

工事監理委託契約が、欠陥防止の確証とは

ならず、資格上の一般論のようにも思われ

ます。要は建築士資格も人次第ということ

でしょうか。

〈欠陥住宅発生の原因②〉

輸欠陥住宅110番’発動のおかげで、マ

スコミも頻繁に被害状況を取り上げ、建主

に注意を促していますが、発生原因やその

後の経過についてまでは言及しません。

住居は、人聞が人間らしく暮らすための

基盤だからこそ、人権なのだといわれる所

以ですが、文明国群の中で国民の住宅に欠

陥が多発しているのは、わが国だけとか。

わが国の憲法では、社会福祉・社会保障

義務の中に、国民の生存権としての文化的

生活権を認め、財産権を保障しています。

建築基準法がこれを受けていることは、第

一条の目的に明らかです。

ところが、政府が住宅建築を推進した主

目的は、外圧をかわすための内需拡大や景

気浮揚など、経済政策の手段に利用したこ

とは衆知の事実です。さらには建築業界と

の馴れ合い政治の申し子として、利に敏く

職業倫理に乏しい業者が蹴こ蔓延したのは

必然の理。欠陥住宅の増発もまた必然でし

た。

政治の都合で、融資拡大や利下げの餌で、

持家願望を煽動し利用するのは、国民の人

権を軽んずる以外の何ものでもなく、その

故にこそ、長年に亘って被害者を放置して

きた、最大の理由ではなかったでしょうか。

欠陥住宅発生の根本原因に蓋をしたまま、

一見恰好の良い「品確法」が施行されたと

しても、その実効に疑わしさは拭いきれま

せん。

〈欠陥住宅発生の未然防止には（私見）〉

1 建築依頼側の、自己責任等の意識改革

が必要ですが、これは教育以外にはムリ。

2 司法の方々には、裁判における厳しい

判決、あるいは正義感をもって札していた

だくことだけが、詐欺に等しい手抜きやず

さん工事の横行を防ぐために、唯一実効性

ある期待できることです。

3 すべての住宅建築に対する行政の確認

業務の強化（設計図書の精査）と、造り手

側から純粋独立し、技術能力に優れたもの

に特別の権威を附与する検査員制度は、欠

陥工事防止には必要不可欠。はかない希望

です。
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＜相談までの経韓〉

弁護士嶋原誠逸

大阪地方裁判所平成12年6月30日判決・平成8年（ワ）第 11511号

Aさんは、平成8年2月、（槻東住建から、大阪府門真市にある鉄骨ラーメン構造 3階

建ての建て売り住宅を土地代込みで4380万円にて購入しました。

ところが、実際に住み始めてみると、 1週間もたたないうちに 1階駐車場から水が湧き

出してきたり、建物全体が、揺れるように感じて気持ちが悪いといった不具合に次々と遭遇

しました。

そこで、 Aさんは、親戚で建築に詳しい人に建物を見てもらったところ、小さな不具合

だけでなく、本件建物には所定の耐火性能がまったく備わっていないことが判明して、ショッ

クを受けました。

そのため、さらに詳しい調査を一級建築士に依頼したところ、一見して分かるほどの溶

接不良であり、構造上の安全性能も備わっていないことが判明し、 Aさんはさらなるショッ

クを受けました。

＜提訴へ＞

本件建物の欠陥は、構造上の安全性能、耐火性能という建築物の根本に関わるものであ

り、話し合いによる解決は当初から難航が予想されました。

そこで、 Aさんは、損害賠償請求の訴訟を起こすこととし、相手方には売主だけでなく、

建築確認申請書に監理者として記名捺印したにもかかわらず、実際には一切の監理を行っ

ていない代願建築士も加えて、その監理を放棄した責任・名義貸し責任を問うこととしま

した。

く本訴の経過〉

（栂東住建は、本件建物を建築したのは関連会社のフジカワ興産（捕であり、また鉄骨工事・

溶接欠陥をしたのは下請であるとして、側東住建から下請業者の武田建設（棉へ訴訟告知が

行なわれました。すると、下請業者は孫請業者の（槻ヤマムラへ、孫受業者はひ孫業者の（棉

西国鉄工建設へ、ひ孫業者はゃしゃ孫業者の的場工業こと的場潔へと次々に訴訟告知を行

い、あからさまな責任転嫁が行なわれました。現に、下請側からは、この程度の品質の鉄

骨工事で良いと元請から言われたとか、現状の施工でも法律に違反しないなどの主張が提

出されました。

まさに、本件建物は、このような建設業界における重層的下請構造のなかで、どんどん

中間利益が搾取され、品質に責任を負う者が暖昧となり、低品質どころか、人の生命に危

害を及ぼしかねない程の建物となっていったのです。

また、代願建築士からは、本件建物についての監理を行うよう個別の依頼を受けていな

いなどのお決まりの反論が提出きれました。

＜裁判所の判断＞

1 売買契約の当事者聞に不法行為責任を認める

判決では、本件建物に構造上の安全性能、耐火性能が欠落していることを認定したう

え「側東住建は、 Aに対し、本件建物の醸抗を告知しなかったばかりか、『今人気の高い耐

( 12) 



震性鉄骨造りl『より耐震性・耐火性に対しても追求された住まい造りですjなどと、お

よそ事実に反する広告を頒布」しており、「暇庇担保責任のみでは律しきれない責任がある」

として、不法行為責任まで認めました。

2 代願建築士の責任

1) 建築士の義務ー専門家責任、設計・監理の業務独占責任

判決では、建築士法1条、 2条6項、 18条3項を引用のうえ「これらの規定は、単

に当事者である建築士と監理者の関係を規律するにとどまるものではなく、建築工事

監理を適正ならしめることにより、建築物の安全を確保し、広く国民の生命、健康、

財産を保護しようとしたものと解されるから、建築主や建築士は、当事者以外の第三

者に対する関係においても、義務を負っている」として、第三者に対する注意義務を

肯定しました。

そして、建築士に不法行為責任が成立することを肯定し、判決自ら、建築士は「い

わば、製造物責任における製造者の補助的な立場にある」と説明してくれています。

2) 代願建築士の責任

続けて、判決では、「代願」建築士の責任について、「建築士が…工事監理者の名義

を貸したような場合には」「建築確認通知を編し取ったといわれでもやむを得ないであ

ろうし・・・工事監理者を置くべき建築主の義務の潜脱に手を貸したものである」とし、

結局、「名義を貸す行為は、実際に工事監理業務を受任しながら、建築主と意を通じて

監理業務を怠る行為と比較しても、ほぽ同様の違法性があり、また、違法建築への寄

与の程度もさほど異ならない」と断罪しました。

3 損害論

1) 本件建物の実質的価値

判決では、売買契約という法形式に若干こだわったためか「暇寵の存在により原告

が直接被る損害は、本件建物の取壊し・再築費用ではなく、 Aさんが負担した代金額

から、売買契約締結時における本件建物の実質的価値を控除した残額」としました。

しかし、続けて「本件建物の実質的価値について検討するに、本件建物には、構造

上の安全性、耐火性能という、人の生命、身体の安全にかかわる重要部分に殻抗があ

ることからすると、到底居住に耐えないものであって、実質的価値はない」と判断し、

結局、建替え費用と同額をAさんの損害とし、その他の関連損害も加えて合計 2680万

円を損害と認めました。

また、判決では「いかなる暇庇がある建物であっても、現実の市場においてなお取

引の対象となると思われるが、本件のように人の生命、身体の安全にかかわる重要部

分に班庇がある建物について、実質的価値を認めるとすれば、建築物に関する最低の

基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図ろうとした建築基準法の立法趣旨

を無にする」として、事実上の利益論をも明確に排斥しています。

そして、代願建築士についても、売主と連帯して、上記同額を支払うよう命じてい

ます。

＜最後に＞

本件は、相手方が控訴したことから、現在、大阪高等裁判所にて係争中ですが、以上の

判示内容が欠陥住宅裁判の理論深化の一助になれば幸いです。

以上

(13) 



はじめに

1994年、消費者取引において商品の安全

性をはかる民事ルールとして製造物責任法

が制定された。製造物責任法制定以降、商

品の安全性と車の両輪でありながら、これ

まで十分な民事ルールがなかった消費者取

引における契約の適正化に関しても新たな

立法化が検討されてきた。 6年の検討を経

て、 2000年4月消費者取引の契約の適正化

をはかる民事ルールとして消費者契約法が

制定され、 2001年4月1日から施行される。

消費者契約法は、事業者と消費者には情

報の質・量や交渉力に格差があることに着

目して、消費者契約における不公正な勧誘

や契約条項から消費者を守る規定である。

その効果は契約の取消や契約条項の無効で

ある。

住宅など不動産取引も対象となっている。

商品の暇庇や欠陥に対応することを目的と

しているわけではないので、欠陥の修補や

損害賠償、欠陥の存在自体を理由とする契

約の解除が消費者契約法で認められるわけ

ではない。しかしながら、住宅の環境や品

質に関する説明、あるいは殻庇担保責任な

どに関する約款などについて、不動産取引

にも消費者契約法の適用場面は多くある。

【消費者契約法の内容】

消費者契約法の主な内容は、以下のとお

りである。

① 消費者と事業者の間で結ぼれた消費者

契約を幅広く適用対象としている（但し、

労働契約を除く） ( 2条、 12条）。従来の業

法のように、法律の適用範囲に例外や限定

がない。住宅販売や建築請負も、事業者と

消費者との契約である限り適用がある。

②事業者に消費者契約の内容についての

情報を提供するよう努力することを明記し

た（ 3条）。今後は、事業者は消費者に判

( 14 ) 
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るように商品の内容や取引条件について説

明することが求められる。

③契約を勧誘するときの事業者の不適切

な行為に対して消費者に契約を取消す権利

を与えた（ 4条）。悪質商法などは契約勧

誘時に不適当な方法を採るので、以下の誤

認行為と困惑行為があった場合に消費者に

取消権を付与して契約を解消することがで

きるようにした。

〔誤認行為〕

ア、重要な事項に関して事実と違うこと

を説明したとき。（例）事故車をそうでな

いと言って販売したとき。

イ、将来の変動が不確実な事項について

の断定して勧誘したとき。（例）「この株は

絶対上がります」といって勧誘したとき。

ウ、重要な事項に関する消費者の不利益

な事実を故意に告げないとき。（例）元本

割れの危険を述べない投資信託の勧誘。

〔困惑行為〕

ア、住居、就業場所からの不退去による

勧誘行為。（例）帰ってくれ、もういらな

いと言ったのに帰らないセールスマン。

イ、勧誘場所から帰さない勧誘行為。

（例）用事がある、時聞がない、いらない

と言ってもしつこく長時間勧誘して店から

出られないとき。

④予め事業者が作つである契約条項など

の内、事業者の責任を免除する免責条項

（（例）「一切責任を負いません」）や過度な

損害賠償を定める条項（（例）「中途解約の

場合は一切返金できません」「支払が遅れ

たら家賃の 2倍を支払ってもらいます」）

は消費者に一方的に不利益な条項として無

効とした（ 8条、 9条）。契約条項につい

て消費者は知らないことも多いし、それを

拒絶することは事実上できないので、不当

な条項は排除できるようにしたのである。



⑤免責条項や損害賠償の予定以外でも、

信義則に反して消費者の利益を一方的に害

する条項は無効となることが一般的に規定

した。（一般条項。 10条）。例えば、最近の

アパート賃貸借契約にある自然の劣化部分

をも含めた過度な原状回復条項などはこの

規定によって無効となる可能性がある。

【住宅取引への適用】

欠陥住宅の補修や建替は債務不履行、取

庇担保責任、不法行為責任などこれまで蓄

積されてきた法理論で救済を図ることにな

るが、契約の際の説明に問題がある場合や

契約書、約款に問題がある場合には消費者

契約法による救済が可能である。

宅建業法35条記載の重要事項などについ

て売り主である事業者が事実と異なること

を述べたときは「不実告知」により（消費

者契約法4条l項 1号）契約の取り消しが

可能となる。事実と異なることについて故

意は必要ない。たとえば建坪率や容積率に

ついて誤ったことを述べ、思うような建物

が建てられなかったときや、将来立て替え

ることを予定しているのに接道義務を満た

しているかについて誤った説明をしたとき

には、契約を取り消せる可能性がある。

建売住宅の場合にその構造や品質などの

契約の重要な事項に事実と異なる説明があっ

た場合に契約の取り消しが可能となってく

る。重要な構造部分に手抜きの建売住宅で

ありながら、手抜きはないことや建築基準

法を満たしていることを売り主側が積極的

に告げている場合には売買契約の取消の可

能性がある（ 4条1項1号）。手抜きであ

ることを全く告げず隠している場合には、

4条2項の「不利益事実の不告知」が適用

される可能性がある。「不実告知」ゃ「不

利益事実の不告知」は第一次的には売買契

約の一方当事者である売り主が行ったかど

うかであるが、売り主が仲介業者など第三

者に説明等を委託した場合には委託を受け

た者について判断される（法5条）

建築等請負契約においては、請負人ある

いはこれから委託された者が建築される建

物の適法性について誤った説明をした場合

などに消費者契約法の適用が考えられる。

契約条項については、住宅品質確保促進

法の制定後、約款も変わっていくと思われ

るが、法8条、 9条で破庇担保責任の免除

約款や過大な損害賠償の予定が無効となる。

その他請負代金の一方的な変更権を請負人

側に認める約款は法10条でその合理性が問

題とされることになろう。

消費者契約法は本来欠陥の是正を目的に

したものでないため、欠陥住宅問題の特効

薬とはならないが、今後、住宅取引契約の

締結の場面と契約条項について各事例別に

消費者契約法の適用が可能かどうかを検討

していく必要がある。

以上

第10岡大会の案内～ IN北九州

11月25日（土曜）、 26日（日曜）の 2日間にわたって、欠陥住宅全国連絡協議会の第

10回大会が北九州市小倉北区で開催されます。今回は、最近東京地裁や大阪地裁でも再

検討する動きの高まっている「裁判所における建築鑑定のあり方」をメインテーマとし

て、その外日弁連土地住宅部会北欧調査団の報告や、地元からの事例報告など、盛りだ

くさんの内容が予定されております。新幹線小倉駅から徒歩5分と至便で、かつ素晴ら

しい国際会議場ですので、ふるってご参加下さい。

地元主催幹事弁護士 山上知裕・畑中潤

参加申込み連絡先畑中潤 FAX093 (562) 3132 
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弁 護 士 重 村 達 郎

昨年の通常国会で成立した住宅品質確保・促進法案により、住宅性能表示制度が創設さ

れた。これは、契約に際し住宅性能を事前に相互比較できるよう新たに性能の表示基準を

設定すると共に、客観的に性能を評価できる検査能力をもった建設大臣指定の機関による

住宅性能評価書の交付を通して、住宅の品質の確保を図ろうとするものである。評価され

る住宅性能には、構造耐力や遮音性・耐火性などの他、建築基準法では定めのない省エネ

ルギー性や高齢者対応、シックハウスーホルムアルデヒド対策なども含まれている。逆に

言えば、今後、住宅メーカーは、各住宅の特質をウリにして、宣伝し、請負又は販売する

ことが可能になるのである。

また、住宅性能評価機関は、設計・引渡の 2段階で住宅性能評価書を作成することとなっ

ており、これらを添付して契約を交わした場合には、その記載が契約内容となるから、引

き渡された住宅が性能をみたしていなければ、契約責任を追及できる。更に、この制度を、

利用するか否かは住宅供給者又は取得者の選択に任されているが、大体、建物価格の 0・

5%強の登録料が想定されており、事実上住宅取得価格にオンされることになろう。

無論、この制度を利用することによって、建物の最低基準（ 1条）を定めた建築基準法

の規定を潜脱することは認められないから、最低ランクが建築基準法の基準とほぼ等しく

なり、完成検査済証をとることは、当然評価書交付の前提となる。また、性能評価住宅に

おいては、基礎、屋根、内装の各工程及び竣工時と 4回、性能評価機関による現場検査が

予定されており、工事司監理報告書のチェックもなされるから、通常よりもグレードの高

い住宅になることが予想される。

建設省では、この制度を利用する住宅は、初年度全新築住宅戸数の10%前後、 5年目の

制度安定期で40%程度と想定している。新築住宅から出発し、個々の建物の検査・修補履

歴等を整備することによって安心して買える中古住宅売買市場を整備・活性化させ、高齢

化社会において量から質の時代に対応した住宅全体の良好な社会資本としての確保をねらっ

ているのである。

既に、建設大臣告示として、性能表示基準と評価方法基準が定められ、その後指定をう

けた性能評価機関の研修等を経て、以後締結した契約に適用される性能評価住宅が実際に

出廻るのは今年の秋から冬以降になろう。

しかし、右基準において、既にいくつかの問題点を指摘できる。例えば耐火性能につい

て、大都市の防火・準防火地域にある 3階建て住宅等においては建築基準法施行令や条例

の規定の下限であっても全体のランクの中では相対的に上位になる等全国一律の規制に無

理がある点、ホルムアルデヒド等の対策についても、材料のみの放散量によるランク付け

が主で部屋自体のホルムアルデヒド等濃度の総量規制になっていない点などである。

また、同法では、規格化住宅などの標準設計書があるものについては、性能評価を効率

化ー簡素化する措置が講じられるから、基礎工事など現場での施行如何では問題が出てく

ることも十分ありうる。結局、建築基準法が本来予定している日常的な工事監理がいかに

きちんとなされているかが、欠陥住宅を防止するためのポイントになろう。

更に、従来からある住宅保証機構の住宅性能保証制度は、保険制度とリンクすることに

より、定められた住宅性能を担保する役割を果たすであろうし、建築途上での業者の倒産

に対処するための完成保証制度の活用など付加的なサーピスの影響・選択も今後の課題と

なろう。

いずれにせよ、これらの性能表示に耐えうるためには、一定の技術や商品開発力が前提

となる。建築業界も、大手ゼネコン・中小工務店を問わず、勝ち組と負け組とに別れてい

くであろうが、この制度にのらない住宅にこそ欠陥住宅が多発する潜在的可能性が高く、

問題は依然として残されている。
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｜ 滞翻翻 ID~四四司圃阻［ I 
弁護士永井光弘（神戸）！

! 1 .出版の経緯 ・E霊薬率露軍震祖国；

｜ 欠陥住宅被害全国連絡協議会は、本年 2瞭欄制曹柵 i
月頃から各地欠陥住宅ネットの弁護士に呼 E盟副蓮阻量盛幽躍量 i
びかけ欠陥住宅裁判例の蒐集を始め、 5月園田園田脇島司開・・｜

には掲載判決数25件の判例集を出版しまし・・・圃園盟盟盟毘霊園田・・｜

た。 ．． 壊~溢司歯固・・！
所収の裁判例は、全て、①消費者側が勝・圃関螺螺賜螺鯛．．．．｜

訴した事例で、かつ、②出版時点では判例．．遊撃機毅鱗圃・・！

時報等の公刊物で目にすることができなかっ・・E酪躍す明湾総議．．．．｜

iた裁判例です。私個人の見解ですが、欠陥．． 譲彊好 む撤回・・・！

住宅に関する裁判例は阪神大震災（全国ネツ圃幽圃固園田園！
トの設立もこれを契機にしている）を契機圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・！

に、その後大きく変わりだしたように思い

ます。

｜ ところが、欠陥住宅に関する裁判例（特に勝訴事例）は、判例時報や判

｜例タイムスに掲載されることが少なく、また、掲載されたとしてもずいぶ

！ん時機に遅れたものでした。勝訴判例は、口コミやコネにより各弁護士間

！で交換されており、それ故、現実には欠陥住宅訴訟を消費者側で争う全て

！の弁護士の共有財産とはなっていませんでしたo

！ この判例集は、このような状況のもとで勝訴判例を広く共有財産として

！活用するために編まれたものです。 ｜ 

! 2 .本判例集の効能…蛇足ならが本判例集の効能？を宣伝がてら付け加え i
！ます。 ー I 
! ①欠陥住宅訴訟を消費者側で遂行している弁護士に勇気 d弘 i 
！を与える（手持ち事案につき「勝てるんじゃないか」「いや絶 宙望百一 ｜ 一 －i対勝つべきだ」という気分にさせる）。 置晶＝ I
l ②欠陥住宅訴訟における業者側の反論はかなりパターン 園D彊 ! 
i化しており、たいしたことはないのに気付く。

I ③未だに「建っているから安全だ」等と妄言を吐く裁判

i官に対し、裁判例自体の動きを知らしめる。

i 3 .今後の出版予定

i 判例集〔第 1集〕としていますとおり、今後も同様の編集

i方針（①勝訴事例②公刊物未登載）で更に、〔第 2集〕、〔第 3

i集〕…と出版していく予定です。誠に恐縮ですが欠陥住宅訴

l訟を遂行されておられる諸先生方におかれましては、当該判 ｜ 
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；メーリングリストへの参加を！
7月21日、全国ネットの会員の弁護士・建築士によるメーリングリストを開設しましi

た。積極的なご参加をお願いします。参加ご希望の方は、事務局長のメールアドレス i
(abeno@msh.biglobe.ne.jp ）宛てにお申し出下さい。

なお、現時点では、個別事件のプライパシーの関係などから、参加資格を会員の弁護i
士・建築士に限定していますが、今後検討していきたいと考えています。 : 
可、官W炉、<ll'VV甲，，.，.~唱す台官官官官1711)>吋IJU"V\I'町Ol>"llV湾省首＂＂＇＂＇＂「＂~＂＂＇＂＂＇可V噌＇VV\MIV、官官V可＂＂皆W旨官V百＂＂＂＂、.....‘向、＂＂吋＂＂市ぽ市町....v可＂＂ず '¥l''¥MJIJ'"V＂＂＇＂＂＂＇皆、 d

........ 喝、，.. 』令眠時恒輔恥噛』骨骨鵬、4器、，，

全国ネy卜のホームページ開設！こZうご期待
全国ネットでは、 11月25・26日の福岡大会までを目標に、ホームページを立ち上げたi

いと考えています。どのような内容にするかについて、皆さまの積極的なご意見をお寄i

" ）（）（）（｝（）（）（）｛）（）（）（）｛）（）（）（）｛）（）（）（）（）（）（）（）（）（）｛）（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）｛）（）（）（）｛）（）｛）（）｛）（）｛）（）｛）（）（）（）｛）（）｛）（）｛）（κ＞＜＞＜＞＜＞＜＞＜＞＜＞＜＞＜ ><><><><><>< X><><>< ><><><><XX><><><><><>< XKX><XXX><X>i' 

札幌大会での不手際のお詫び

札幌大会では、当日の会場や受付準備、ま

た報告者の方々へのご連絡などが非常に不十

分で、報告者や参加者の皆さんに多大なご迷

惑をおかけしました。この場を借りて深くお

詫び申し上げます。

これを貴重な教訓として、今後このような

不手際がないよう、万全の努力をしていきた

いと思いますので、よろしくお願い致します。

な？なな

2000年度会費の納入を！

現在、 2000年度会費の納入をお願いしてい

ます。全国ネットの財政は今のところ会費収

入のみですが、これまでの会費納入状況は芳

しくなく、財政は大変厳しい状況にあります。

同封の振込用紙にて、 2000年度会費の送金

を、よろしくお願いします。

編集後記：次大会は 11月末といえどもまだ暖かい九州。九州といえば焼酎や明太子。全国ネッ

トゆえその大会開催地での楽しみがあります。多くの参加者との出会いも楽しみです

530-0028 北区万才町5-9 日本消費経済新聞社用良成子（欠陥住宅関西ネット）

TEL-06-6314-1191、FAX 06-6360-2525 
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